
令和５年７月 19日 

ご入園を検討している保護者のみなさま 

八木ヶ谷幼稚園 

理事長 岩浅 康二 

 

令和６年度の保育料等について 

 

新型コロナウイルスが５類相当となり、幼稚園生活が徐々に日常を取り戻しつつあります。一方で、昨今

の燃料高騰などを受け、様々な企業・事業所の製品や燃料が値上がりしております。ここで、改めて当園の

保育料等についてご案内させていただきます。 

 

① 給食食材費について 

現在ほぼ毎日提供させていただいている給食ですが、今年度まではある学年が春・秋の遠足でお弁当を持

参する日だった場合、全学年が「お弁当の日」としてご持参をお願いしてまいりましたが、来年度以降は、

ご家庭の都合を考慮し遠足の学年でない子に関しては「給食の日」として実施していくことといたしました。

（年間を通し全学年とも同じ給食実施日数にするため、一部の日は「お弁当の日」とする場合もございます）

そのため、給食食材費につきまして価格を以下の通り改定させていただきます。なお、こちらは全学年が対

象となります。 

 

 現行 令和６年４月より 

（全学年） 

給食食材費 

 

月額 3,850 円（税込） 

 

月額 3,960 円（税込） 

 

 

② 保育料等について 

一般的な幼稚園の保育料は、幼児教育の無償化制度での上限額となる 25,700 円の部分に加え、実費分

や不足分を追加で上乗せしている方法が主なご請求方法となっております。 

当園では、無償化制度が始まる当初の保育料に少しでも保護者のみなさまにご利用いただきやすくする

ため、給食代の人件費等（約 3,050 円）を上乗せし保育料として算出することで、合計金額が安価である

保育料設定を行っておりました。しかし、急激な物価上昇や人材確保の競合などにより、このままの保育

料の請求方法を続けることが困難な状況となってまいりました。 

よって、令和６年度の年少組に入園される方より、現在の給食の人件費等の管理料を当園が全額負担し

ていましたが、その一部を保護者様にもご負担をお願いしたく存じます。なお、令和６年度４月以降の保

育料は次ページの通りとなります。 

 

 

 

 

 

 

裏面に続きます 



 現行 令和６年４月より 

（年長・年中） 

令和６年４月より 

（年少） 

保育料 

 

月額 30,200 円（※） 

ただし、以下の料金を含む 

教材費…2,000 円 

燃料費…1,600 円 

図書費…  600 円 

 

月額 26,000 円（※） 

 

月額 27,000 円（※） 

ただし、以下の料金を含む 

給食管理費…1,000 円 

教材費 保育料に含まれる 月額 2,000 円  月額 2,000 円  

燃料費 保育料に含まれる 月額 1,600 円  月額 1,600 円  

図書費 保育料に含まれる 月額 600 円 月額 600 円 

 

※ 現在も含め、(※)の価格から幼児教育の無償化制度の上限額となる 

25,700 円を控除した金額を請求しております 

 

③ 施設設備金について 

  入園前の３月に納入いただく施設設備金ですが、平成 18年に完成した現在の園舎棟をはじめ、園内 

の施設の新調や修繕、施設の維持管理など様々なところで使わせていただいております。一方で、前述

で申し上げた製品や燃料等の高騰に加え、現在使用している機械が故障したときに製品が廃版となって

おり新調が必要になるなど、現状での運営が年々厳しくなっております。また、こちらは長らくの期間

変更のないまま行ってまいりましたが、今後の園舎棟の老朽化が加速するであろうと捉え、より良い環

境を子供達に提供できるよう、変更が余儀なくされた次第です。 

 つきましては、令和６年度より以下の金額に改定をさせていただきたく存じます。 

 

 現行 令和６年４月より 

施設設備金 全学年 30,000 円 年少…45,000 円 

年中…45,000 円 

年長…30,000 円 

 

その他の料金等については、当園ホームページをご覧ください。また、今後の情勢によりこれらの予定を

含め、金額など料金の変更が生じる可能性があることを申し添えます。 

 今後とも、教職員一同でお子様一人ひとりの成長を全力でサポートいたします。ご理解・ご協力の程、よ

ろしくお願い申し上げます。 


